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令和７年清瀬市議会第２回定例会 

 

市長提出議案 

 

議案番号  議  案  名  等 概             要 
議 決 日 

結  果 

議   案 

第 ２８ 号 

令和７年度清瀬市一般会計補正予算

（第１号） 

 この補正予算は、定額減税を補足する給付として、定額減

税しきれないと見込まれる方に１万円単位で給付を行った

当初調整給付の算定において、令和６年分所得税及び定額減

税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と、

当初調整給付額との間で差額が生じた方等に対し、不足額の

給付を行うため増額補正をするものです。  

 

主な内容 

１ 予算総額 

（１）現予算総額            39,375,000千円 

（２）補正予算額              353,716千円 

（３）補正後予算総額          39,728,716千円 

 

２ 補正予算歳入額             353,716千円 

（１）国庫支出金              353,716千円 

  （物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

３ 補正予算歳出額             353,716千円 

（１）民生費 清瀬市定額減税補足給付金（不足額給付）給

付事業 

                      353,716千円 

 

所管課 財政課 

６月６日 

可  決 

議   案 

第 ３３ 号 

清瀬市立清瀬第三小学校体育館大規

模改造工事（建築・機械設備）請負

契約 

 去る４月24日に清瀬市立清瀬第三小学校体育館大規模改造

工事（建築・機械設備）請負契約の競争入札の開札において、

落札者を選定しました。 

 この契約は、予定価格が１億５千万円以上の工事請負契約

であり、企業と正規に契約を締結するには地方自治法第96条

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和39年清瀬町条例第３号）第２条の規定により

議会の議決を必要とするため、議案を提案するものです。 

 

 主な内容 

６月６日 

可  決 
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１ 契約件名 清瀬市立清瀬第三小学校体育館大規模改造工

事（建築・機械設備）請負契約 

２ 契約金額 172,700千円 

３ 契約の相手方 東京都清瀬市松山一丁目12番３号 

         有限会社今村組 

          

所管課 総務課、教育企画課 

議   案 

第 ３４ 号 

清瀬市立清瀬第十小学校体育館大規

模改造工事（建築・機械設備）請負

契約 

 去る４月24日に清瀬市立清瀬第十小学校体育館大規模改造

工事（建築・機械設備）請負契約の競争入札の開札において、

落札者を選定しました。 

 この契約は、予定価格が１億５千万円以上の工事請負契約

であり、企業と正規に契約を締結するには地方自治法第96条

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和39年清瀬町条例第３号）第２条の規定により

議会の議決を必要とするため、議案を提案するものです。 

 

 主な内容 

１ 契約件名 清瀬市立清瀬第十小学校体育館大規模改造工 

事（建築・機械設備）請負契約 

２ 契約金額 200,200千円 

３ 契約の相手方 東京都清瀬市下宿二丁目472番地 

         大木工業株式会社清瀬支店 

 

所管課 総務課、教育企画課 

６月６日 

可  決 

議   案 

第 ３５ 号 

清瀬市立芝山小学校受変電設備等改

修工事請負契約 

 去る４月24日に清瀬市立芝山小学校受変電設備等改修工事

請負契約の競争入札の開札において、落札者を選定しました。 

 この契約は、予定価格が１億５千万円以上の工事請負契約

であり、企業と正規に契約を締結するには地方自治法第96条

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和39年清瀬町条例第３号）第２条の規定により

議会の議決を必要とするため、議案を提案するものです。 

 

 主な内容 

１ 契約件名 清瀬市立芝山小学校受変電設備等改修工事請

負契約 

２ 契約金額 188,650千円 

３ 契約の相手方 東京都清瀬市松山二丁目３番２号 

         株式会社宇都宮電気商会 

６月６日 

可  決 
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所管課 総務課、教育企画課 

議   案 

第 ３６ 号 

清瀬市立十小学童クラブ建設工事請

負契約 

 去る４月24日に清瀬市立十小学童クラブ建設工事請負契約

の競争入札を行った結果、落札価格に至らなかったため、最

低価格で入札した業者と協議を行い、地方自治法施行令第167

条の２第１項第８号に基づき随意契約を行います。 

 この契約は、予定価格が１億５千万円以上の工事請負契約

であり、企業と正規に契約を締結するには地方自治法第96条

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和39年清瀬町条例第３号）第２条の規定により

議会の議決を必要とするため、議案を提案するものです。 

 

 主な内容 

１ 契約件名 清瀬市立十小学童クラブ建設工事請負契約 

２ 契約金額 394,900千円 

３ 契約の相手方 東京都西東京市芝久保町五丁目６番28号 

         大春建設株式会社 

 

所管課 総務課、生涯学習スポーツ課 

６月６日 

可  決 

議   案 

第 ３７ 号 

清瀬市監査委員の選任について  地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の規定に

より、市議会議員より清瀬市監査委員を選任する必要がある

ため、同条同項の規定に基づき議会の同意を得るものです。 

 

 選任候補者 

  鈴 木 たかし 氏 

６月６日 

同  意 

 


